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回送運行業務の取扱内規 
 

住    所  

 

氏名又は名称                 

 

 

（目的） 

第１条 この内規は、当社が沖縄総合事務局長により許可を受けた回送運行業務の 
   取り扱いを定め、関係法令を遵守した適正な回送運行の実施を図ることを目 
   的とする。 
 

（適用） 

第２条 当社社員は、当社に係る回送運行許可証及び回送運行番号標の使用につ 

   いては、道路運送車両法、同法施行規則及び関係省庁の通達等の定めを遵 

   守する他に、この内規の定めに従わなければならない。 

 

（管理責任者等の選任） 

第３条 当社は、許可証及び番号標の管理並びに使用の円滑化を図るため、回送 

   運行管理責任者、管理責任者の代務者、回送運行取扱責任者、取扱責任者 

   の代務者、回送運行保安基準適合確認者、保安基準適合確認者の代務者を 

  「管理責任者等名簿」（第１６号様式）のとおり選任する。   

 

 ２．前項の規定に基づき選任された管理責任者等が、社内の人事異動等により 

  変更があった場合は、第９条第１項③に基づく届出を行うとともに、前項の 

  管理責任者等名簿に変更した内容を記録し、これを社内に周知しなければなら 

  ない。 

 

（当社の回送運行許可の管理体制） 

第４条 管理責任者は、この内規の定めに従い常に許可証及び番号標の管理を行 

   うほか、取扱責任者及び保安基準適合確認者等を総括するとともに、回送 

   する自動車が保安基準に適合していることの確認体制の構築並びに運転者 

   等に対する教育、指導及び監督に関する事項を処理しなければならない。 

    ただし、管理責任者が不在の際は、管理責任者代務者が管理責任者の職 

   務を行うこととする。 

 ２．取扱責任者を選任している事業所については、取扱責任者が回送運行許可 

  証及び回送運行番号標等（以下、「番号標等」という。）の使用について、次 

  に掲げる各事項に該当することを確認しなければならない。 

   ただし、取扱責任者が不在の際は、取扱責任者代務者が、取扱責任者の職 
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  務を行うこととする。 

   ①回送運行の用に供する自動車の保安基準へ適合することの確認が行われて 
   いること。 

   ②運転者が営業所の者であること。なお、陸送を業とする者にあっては、 

  「運転者台帳」（第１７号様式）に記載されている運転者であること。 

   ③回送の目的が許可証に記載されているものであること。 

   ④使用の期間が適正であること。 

   ⑤「回送運行許可証及び回送運行許可番号票管理簿」（第２３号様式）に、 
   番号標等を使用するとき及び返納があったときは、管理簿に所定の事項を記 
   録しなければならない。管理簿の作成は、パソコン等を使用して作成するか 

   若しくは手書きで記録すること。 

   ⑥運転者に番号標等を使用させるときは、運転者に所定の事項を管理簿に 

   記入させ、当該事項並びに、保安基準に適合している旨の押印又は記録を 

   確認した後、有効な自動車損害賠償責任保険（共済）証明書（以下、「保 

   険証」という。）、許可証、番号標、同取り付け金具を手渡し、所定の押印 

   又は記録すること。 

   ⑦番号標等の返納があったときは、その状態を確認のうえ受け取り、管理 

   簿に返納を受けた日時及び、所定の押印又は記録すること。 

   ⑧番号標等を所定の錠付保管庫に収納し、所定位置以外の場所にみだりに 

   放置してはならない。 

 

 ３．保安基準適合確認者を選任している事業所については、保安基準適合確認 

  者が回送する車両が保安基準に適合すること確認し、その旨取扱責任者に報 

  告し、管理簿に押印又は記録しなければならない。又、保安基準に適合しな 

  い場合も同様に、その旨取扱責任者に報告し、番号標等の使用を禁止しなけ 

  ればならない。 

   ただし、保安基準適合確認者が不在の際は、保安基準適合確認者代務者が、 

  保安基準適合確認者の職務を行うこととする。 

 

（運転者の遵守事項） 

第５条 回送運行に従事する運転者は、次に掲げる事項を順守して番号標等を使 

   用しなければならない。 

      ①回送運行に従事するため番号標等を使用する時は、管理簿に所定の事項 

   を記入すること。 

   ②番号標は、自動車の前面及び後面（２輪車、３輪車及び前面の番号標を 

   省略できる自動車にあっては後面）の見やすい位置に、かつ、被覆しない 
ことその他当該回送運行許可番号標に記載された番号の識別に支障が 

   生じない方法により表示していること。 

   ③許可証は回送運行自動車の前面の見えやすい位置に表示すること。ただ 
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   し、前面ガラスの無いものあっては、適宜の方法により前面に表示すること。 
    ④回送運行中は、保険証（原本）を備え付けること。 

   ⑤番号標の使用中、適時取付け状態を確認し、当該番号標を紛失せしめな 

   いように注意すること。又、往路、復路及び番号標を使用しない時も、紛 

   失、盗難、又は他者に使用されない様、留意すること。 
   ⑥番号標の使用中、番号標に係る事故が発生した場合は、直ちに取扱責任者 
   等にその旨を報告し、指示を受け、その指示に従って行動しなければならな 
   い。又、業務の都合、事故等により番号標等の返納が甚だしく遅延する    
   ことが見込まれる場合も同様とする。 

   ⑦番号標を返納する際は、速やかに当該自動車から番号標を取り外し、標 

   板の手入れを行い、番号標を取扱責任者に返納すること。 

 

（研修） 

第６条 管理責任者は運転者等回送運行業務に従事する者に対して少なくとも年１ 
   回以上法令等及びその他必要な事項の研修を実施しなければならない。 

 ２．前項の研修を実施したときは、「研修等実施記録簿」（第１８号様式）に実 
   施日、研修内容、研修を受けた者を記録しなければならない。 

 

（許可の更新等に必要な書類の提出先） 

第７条 一般社団法人日本自動車販売協会連合会沖縄県支部、一般社団法人沖縄県

自動車整備振興会、一般社団法人日本中古自動車販売協会連合会沖縄県支所

の会員については各所属団体を通じ、それ以外の者については許可の有効期

間の満了する日の２ヶ月前までに、それぞれ管轄する事務所（陸運事務所、

宮古運輸事務所、または八重山運輸事務所）へ許可の更新・許可証の交付・番

号標の貸与に必要な書類を提出すること。 
     
 

（紛失等の届出等） 

第８条 番号標又は許可証の紛失、盗難若しくはき損したときは、その旨を所轄 

   警察署長に届出（き損の場合は除く）をするとともに遅滞なく陸運事務所 

   長（主たる営業所の所在地が宮古運輸事務所又は八重山運輸事務所の管轄区 
   域にあっては、宮古運輸事務所長又は八重山運輸事務所長。以下これを「陸 
   運事務所長等」という。）に報告し、紛失、盗難については発見に努力し、 
   一週間を経過しても尚発見できない場合は、「回送運行許可証・回送運行許 

可番号標紛失届」（第２４号様式）を速やかに陸運事務所長等へ提出しなけ 
   ればならない。 

 ２．番号標を紛失等、若しくは過失によりき損した時は現物をもって弁償しな 

  ければならない。 
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（届出） 

第９条 次に掲げる事項に変更があるときは、遅滞なく「回送運行許可に関する 

   届出書」（第２６号様式）を陸運事務所長等に提出しなければならない。 

   ①許可を受けた者の氏名若しくは名称又は住所に変更があったとき 

   ②営業所の名称又は、所在地を変更したとき 

   ③管理責任者を変更したとき 

   ④社内取扱内規を変更したとき 

   ⑤業を廃止したとき 

   ⑥営業所を新設又は廃止したとき 

   ⑦法人を合併したとき 
   ⑧分解整備を業とする者にあっては、法第９３条の認証の取り消しを受けた 
    とき。 

  
２．前項の届出のうち、次の届出にあってはその事実を証する書面を添付しな 

  ければならない。 

   ①前項①にあって法人の場合は、商業登記簿の謄本又は現在・履歴事項全部 
    証明書（個人にあっては、住民票の写し（個人番号の記載のないもの）） 
   ②前項④にあっては、変更後の社内取扱内規 

   ③前項⑦にあっては、商業登記簿の謄本又は履歴事項全部証明書 

 

（報告） 
第１０条 回送運行に関する業務について、「回送運行許可実績等報告書」（第２ 
   １号様式の２）により、営業所ごとに前年度末の状況を５月３１日までに陸 
   運事務所長等へ報告を行う。 
 
（番号標台帳の記録） 

第１１条   管理責任者は貸与・配置・返納した番号標の配置場所及び日時等を 

   「回送運行許可番号標台帳」（第２２号様式）に記録しなければならない。 

 

（社内取扱内規、帳簿等の保存期間） 

第１２条  社内取扱内規は、事業を廃止するまで継続して使用しなければなら 

    ない。また、この要領により設けた管理簿等は、当該許可期限の満了（許 
    可取消しを受けた場合は、取消し日、廃止届出を行った場合は届出日）後 
    ６カ月間保存しなければならない。 
 

 附則 この内規は沖縄総合事務局長より許可のあった日より実施する。 

    また、状況の変化等により業務の実態に適合しなくなったときは、速や 

   かに改正するものとする。 

    


